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　農村地区に建物を建設する場合、「農振計画（農振法）」
や「農地法」の制限があるため、自分の土地であっても、
次の２つの手続きが必要となる場合がありますので、早
めに産業課及び農業委員会へご相談ください。

農振の
変更

農地転用
の許可

工 事
着 手

1 2

農地法での手続き（担当：農業委員会）
農地を農地以外の用途に使うことを「農地転用」といい、手続きが必要です。

※農地転用の手続きを行わないで建物を建てると農地法違反となります。

◎農地転用の手続きをするには
　農業委員会へ申請書および必要な書類を添付し提出してください。
　（書類の作成は、司法書士等に依頼することができます。）

◎農地転用の流れ
　＊建設予定地の面積が30a以下の場合

農業委員会へ書類の提出（毎月10日締め切り）
※休日の場合はその前の平日

農業委員会総会に諮る
（毎月25日前後） 許 可 許可が出るまで許可が出るまで約1か月約1か月

最大でおよそ最大でおよそ１か月半１か月半
※�転用面積が30aを超えている場合は、北海道農業会議への意見聴取が必要となり、約
２～３か月の時間がかかります。

●●●●●

農村地区に建物を建てる前に、農村地区に建物を建てる前に、
確認をお願いします！確認をお願いします！

ちょっと待ってちょっと待って
ください!!ください!!

【農業振興地域整備計画（農振法）受付スケジュール】

・軽微な変更
　　農地から農業用施設用地への１ha未満の変更。
・除外
　　農用地区域に指定された土地を、農業以外を
目的として利用しようとする場合。

・用途変更
　　農地（1ha以上）に、業務のために必要な格納庫
等の農業用施設を建設しようとする場合。

・編入
　　宅地（農用地区域に指定されていない土地）に格
納庫等の農業用施設を建設するなど。新たに農用
地区域に編入しようとする場合。

申請の種類 申請締切 手続き完了見込

第１回
軽微な変更

５月末
６月末

除外・用途変更・編入 ８月末

第２回
軽微な変更

８月末
９月末

除外・用途変更・編入 11月末

第３回
軽微な変更

11月末
12月末

除外・用途変更・編入 ２月末

第４回
軽微な変更

２月末
３月末

除外・用途変更・編入 ５月末

申請に必要な書類
●変更地の測量図面
●立面図　●平面図
●金額が確認できる見積書
●その他必要に応じた書類

計画変更（農振除外）する場合、土地の条件により除外できない場合があるほか、申請する土地の用途区分の
確認が必要となりますので、建物等を建設予定している場合、まずは産業課までご相談ください。

農振での手続き（担当：産業課）
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65歳から（60歳からの繰り上げ可）手続きが必要です
◎保険料の国庫補助金（政策支援加入）を受けていた方
◎60歳までの保険料納付済期間が20年以上ある方

▪農地（村外地含む）や畜舎等の名義変更
　�　自作する農地を60歳未満の後継者・第３者に対して、所有権を移転するか、10年以上の
期間を定めて貸付けることが必要です。農地については、農業委員会の許可が必要となり
ますので、期間（予定している裁定請求の６ヶ月前が目安）に余裕をもってご相談ください。
　�　また、借入している農地や畜舎等については解約や後継者への利用権設定が必要となり
ます。
　※�家族経営協定書の破棄又は経営関係部分から外れることが必要。法人構成員の場合は、
常時従事者（150日以上）たる構成員でなくなることが必要。従業員としての活動は可能。

▪諸名義の変更（裁定請求後、遅くても、最初の現況届を提出する時まで）
　�　農業共済、経営所得安定対策等交付金、農業所得の納税申告（青色申告等）、農業経営改
善計画（連名の場合は変更不要）

上記の要件を満たす方で、手続きを希望（ご自身の判断で受給開始時期を選択）される際は農
業委員会（☎67-2498）へお問い合わせください。

農業者老齢年金

特例付加年金

経 営 継 承
農地の贈与 後継者等後継者等

　農地と農地以外の地目が混在している場合は、農
地面積を確定させるために、測量や分筆、農業委員
会による地目の確認が必要となる場合があります。

農業者年金（新制度）農業者年金（新制度）
「特例付加年金」を受給するためには要件を満たした「経営継承」が必要です！！「特例付加年金」を受給するためには要件を満たした「経営継承」が必要です！！

ちょっと待ってください!!ちょっと待ってください!!
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農業者年金農業者年金
自分がどのくらいもらえるかご存知ですか？自分がどのくらいもらえるかご存知ですか？

農業者年金受給額の試算
＜保険料月額2万円で通常加入、運用利回り2.5％の場合＞

　農業者年金の受給額は、自分が支払った保険料とその運用益から算定されます。積立
金の運用益は、実際に運用されてはじめて確定するものでなので、現時点で確定した金
額をお知らせすることができませんが、運用率を仮定して将来の年金
の予定額を計算することはできます。
　農業者年金基金のウェブサイトで年金の試算ができますので、ご参
照ください。
https://www.nounen.go.jp/nounen/nenkingaku/web.html

　また、65歳裁定請求時に加入年齢毎でもらえる年金試算表を掲載しますので未加入の方
はご参考にしてください。

（単位：円）

加入
年齢

納付
期間 保険料納付額

男　性 女　性

年金額
（年額） 年金 受給総額 年金額

（年額） 年金 受給総額

20歳 40年 9,600,000 760,300 16,346,500 640,600 17,296,200

25歳 35年 8,400,000 625,400 13,446,100 527,000 14,229,000

30歳 30年 7,200,000 504,500 10,846,800 425,100 11,477,700

35歳 25年 6,000,000 396,000 8,514,000 333,700 9,009,900

40歳 20年 4,800,000 298,700 6,422,100 251,700 6,795,900

45歳 15年 3,600,000 211,400 4,545,100 178,200 4,811,400

50歳 10年 2,400,000 133,200 2,863,800 112,200 3,029,400

55歳 5年 1,200,000 63,000 1,354,500 53,100 1,433,700

56歳 4年 960,000 49,800 1,070,700 42,000 1,134,000

57歳 3年 720,000 37,000 795,500 31,100 839,700

58歳 2年 480,000 24,400 524,600 20,500 553,500

59歳 1年 240,000 12,100 260,200 10,200 275,400

〇試算の前提
・65歳以降の年金額を計算するための予定利率は0.30％で計算しています。
・�年金額は65歳裁定時における年金額（年額）であり、年金受給総額は65歳での農業者年金加入者の平均余命を
考慮し、男性86.5歳、女性92.0歳まで生存した場合の受取総額です。
　※�試算の前提としている予定利率「0.30％」は農林水産省告示（令和４年４月１日施行）により定められてい
ます。

目安です！
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酪農振興会　牛乳の消費拡大酪農振興会　牛乳の消費拡大
道の駅なかさつないで２日間道の駅なかさつないで２日間
牛乳を無料配布!!牛乳を無料配布!!

スノーアートヴィレッジなかさつないスノーアートヴィレッジなかさつない

トラクターが雪上を走るトラクターが雪上を走る

農協青年部農協青年部

　１月21日「アイスキャンドルで日高山脈を作ろ　１月21日「アイスキャンドルで日高山脈を作ろ
う！！」（日高山脈国立公園化PR事業実行委員会）う！！」（日高山脈国立公園化PR事業実行委員会）
でのアイスキャンドルによる幻想的な会場と、翌でのアイスキャンドルによる幻想的な会場と、翌
22日「道の駅なかさつない冬まつり」（村観光協会）22日「道の駅なかさつない冬まつり」（村観光協会）
で「スノーラフティング」や「そりすべり」などで「スノーラフティング」や「そりすべり」など
で会場が賑わう中、訪れた来場者は両日配布されで会場が賑わう中、訪れた来場者は両日配布され
た紙パック牛乳を笑顔で喜んでいました。た紙パック牛乳を笑顔で喜んでいました。

　2月12日「スノーアートヴィレッジなかさつな　2月12日「スノーアートヴィレッジなかさつな
い2023」（村観光協会）が開催され、協力した農い2023」（村観光協会）が開催され、協力した農
協青年部によるトラクターラフト体験は、雪上を協青年部によるトラクターラフト体験は、雪上を
走る白銀の景色とスピード感、特別な冬の時間を走る白銀の景色とスピード感、特別な冬の時間を
感じることができ、多くの来場者は楽しんでいま感じることができ、多くの来場者は楽しんでいま
した。また、トラクターラフト終了後には、大迫した。また、トラクターラフト終了後には、大迫
力のトラクターとの記念撮影も行われました。力のトラクターとの記念撮影も行われました。




	農業委員会だより44 11.34.34_ページ_1
	農業委員会だより44 11.34.34
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